
法律第百十二号（平一七・一一・七） 

  ◎会計検査院法の一部を改正する法律 

 会計検査院法（昭和二十二年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

 第十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。 

 二の二 第三十条の二の規定による報告 

 第二十三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第七号中「国の工事の請負人及

び国」を「国若しくは前条第五号に規定する法人（以下この号において「国等」とい

う。）の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等」に改

める。 

 第二十五条に後段として次のように加える。 

  この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。 

 第二十六条に後段として次のように加える。 

  この場合において、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出の求めを受け、又

は質問され若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。 

 第二章第四節中第三十条の二を第三十条の三とし、第三十条の次に次の一条を加える。 

第三十条の二 会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又

は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣

に報告することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （国民生活金融公庫法の一部改正） 

第二条 国民生活金融公庫法（昭和二十四年法律第四十九号）の一部を次のように改正

する。 

  目次中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。 

  第二十七条の二を削る。 

 （住宅金融公庫法の一部改正） 

第三条 住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三十条を次のように改める。 

 第三十条 削除 

 （農林漁業金融公庫法の一部改正） 

第四条 農林漁業金融公庫法（昭和二十七年法律第三百五十五号）の一部を次のように

改正する。 

  第二十八条を次のように改める。 

 第二十八条 削除 



 （中小企業金融公庫法の一部改正） 

第五条 中小企業金融公庫法（昭和二十八年法律第百三十八号）の一部を次のように改

正する。 

  第二十九条を次のように改める。 

 第二十九条 削除 

 （公営企業金融公庫法の一部改正） 

第六条 公営企業金融公庫法（昭和三十二年法律第八十三号）の一部を次のように改正

する。 

  第三十四条を次のように改める。 

 第三十四条 削除 

 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正） 

第七条 沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）の一部を次のように

改正する。 

  第三十一条第一項を削り、同条第二項を同条とする。 

 （国際協力銀行法の一部改正） 

第八条 国際協力銀行法（平成十一年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 

  第五十条を次のように改める。 

 第五十条 削除 

 （日本政策投資銀行法の一部改正） 

第九条 日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）の一部を次のように改正す

る。 

  第四十七条を次のように改める。 

 第四十七条 削除 

  第五十条第一項中「若しくは受託者に」を「若しくは第二十六条第一項の規定によ

り日本政策投資銀行からその業務の委託を受けた銀行その他の金融機関（以下「受託

者」という。）に」に改める。 

 （国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置） 

第十条 この法律の施行の際現に附則第二条から前条までの規定による改正前のそれぞ

れの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例によ

る。 

 （独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正） 

第十一条 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第八十二号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第三条第五項中「第二十三条第二項に規定する受託者たる金融機関（附則第十

三条の規定による改正前の産業労働者住宅資金融通法（昭和二十八年法律第六十三

号）第十条第一項の規定による委託を受けた金融機関を含む。）又は旧公庫法」を削



る。 

  附則第十三条中「産業労働者住宅資金融通法」の下に「（昭和二十八年法律第六十

三号）」を加える。 

（内閣総理・総務・外務・財務・厚生労働・農林水産臨時代理・経済産業臨時代理・国

土交通大臣署名） 


